
対象 特例措置 特例措置期間

国内Ｂから国内Ａへの申請
ＪＡＦスポーツ資格登録規定第３条１に定める「Ａライセンス講習会受講前２４ヵ月以内に次のａ．～ｃ．のいずれかの実績を有し、同講習会
を受講し、合格した者。」については、「Ａライセンス講習会受講前３６ヵ月以内に次のａ．～ｃ．のいずれかの実績を有し、同講習会を受講
し、合格した者。」とする措置を適用させていただきます。

国内Ａから国際Ｃ－Ｒへの申請

ＪＡＦスポーツ資格登録規定第３条２に定める「国内Ａの所持者で、申請前２４ヵ月以内にＪＡＦ公認競技に１０回以上、そのうちラリー、ヒ
ルクライム競技に５回以上の出場実績がある者。」については、「国内Ａの所持者で、申請前３６ヵ月以内にＪＡＦ公認競技に６回以上、その
うちラリー、ヒルクライム競技に３回以上の出場実績がある者。」または「国内Ａの所持者で、申請前３６ヵ月以内にラリーおよびスピード競
技（いずれも日本選手権競技会に限る）に４回以上の競技会出場実績がある者。」の何れかとする措置を適用させていただきます。

国内Ａ、限定Ａまたは国際Ｃ－Ｒから
国際Ｃ－Ｃへの申請

ＪＡＦスポーツ資格登録規定第３条３に定める「国内Ａ、限定Ａまたは国際Ｃ－Ｒの所持者で、申請前２４ヵ月以内にＪＡＦ公認競技に１０回
以上、そのうちレースに５回以上の出場実
績がある者。」については、「国内Ａ、限定Ａまたは国際Ｒの所持者で、申請前３６ヵ月以内にＪＡＦの公認レースに少なくとも３回以上の競
技出場実績がある者。」とする措置を適用させていただきます。

ＣＩＫ－ＦＩＡカート国際ドライバー
ライセンスＥから国際Ｃ－Ｃへの申請

ＪＡＦスポーツ資格登録規定第３条４に定める「ＣＩＫ－ＦＩＡカート国際ドライバーライセンスＥの所持者で、申請前２４ヵ月以内にＪＡＦ
公認カート競技に１０回以上の出場実績がある者。」については、「ＣＩＫ－ＦＩＡカート国際ドライバーライセンスＥの所持者で、申請前３
６ヵ月以内にＪＡＦ公認カート競技に６回以上の出場実績がある者。」

国際Ｃ－Ｃから国際Ｂへの申請
ＪＡＦスポーツ資格登録規定第３条５に定める「国際Ｃ－Ｃの所持者で、申請前２４ヵ月以内にＪＡＦ公認レースに５回以上の出場実績がある
者。」については、「国際Ｃ－Ｃの所持者で、申請前３６ヵ月以内にＪＡＦ公認レースに３回以上の出場実績がある者。」とする措置を適用さ
せていただきます。

国際Ｂの更新申請－１
ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項第１章第１０条１０．４）に定める「当該ライセンスの有効年度内に国際格式のレースに１回以
上決勝出走した。」については、「当該ライセンスの前々年度内、前年度内または有効年度内に国際格式のレースに１回以上決勝出走した。」
とする措置を適用させていただきます。

国際Ｂの更新申請－２

ＦＩＡ国際ドライバーライセンス規定の補足事項のＪＡＦの取り扱い「１）国際Ｂライセンス更新の場合：国際Ｂライセンスの取得方法に関わ
らず（推薦による取得も含む）、国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項の記述に従い、申請前の２４か月以内に取得条件を満たしている者は
更新を認める。」については、「１）国際Ｂライセンス更新の場合：国際Ｂライセンスの取得方法に関わらず（推薦による取得も含む）、国際
モータースポーツ競技規則付則Ｌ項の記述に従い、申請前３６ヵ月以内にＪＡＦ公認レースに３回以上の出場実績がある者。」とする措置を適
用させていただきます。

国際Ａの更新申請－１
ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項第１章第１１条１１．６）に定める「当該ライセンスの有効年度内に国際格式のレースに１回以
上決勝出走した。」については、「当該ライセンスの前々年度内、前年度内または有効年度内に国際格式のレースに１回以上決勝出走した。」
とする措置を適用させていただきます。

国際Ａの更新申請
(降格）－２

ＦＩＡ国際ドライバーライセンス規定の補足事項のＪＡＦの取り扱い「１）国際Ａライセンス更新の場合：国際Ａライセンスの取得方法に関わ
らず（推薦による取得も含む）、国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項の記述に従い、申請前２４ヵ月以内に国際Ｂの取得条件を満たしてい
る者は、国際Ｂライセンスへの降格更新を認める。」については、「１）国際Ａライセンス更新の場合：国際Ａライセンスの取得方法に関わら
ず（推薦による取得も含む）、国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項の記述に従い、申請前３６ヵ月以内にＪＡＦ公認レースに３回以上の出
場実績がある者。」とする措置を適用させていただきます。

１　競技許可証・公認審判員許可証に係る特例措置：

２０２２年１２月末日までの間
適用：２０２２年ライセンス
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対象 特例措置 特例措置期間

公認審判員Ｂ３級所持者でＢ２級への
申請

ＪＡＦスポーツ資格登録規定第１１条１の１）に定める「Ｂ３級取得後、申請に先立つ２４ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会で５回以上の当該役
務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会（当該役務の講習会）を受講し、所定の試験に合格した者。」については、「Ｂ３級取得後、申請に先立
つ３６ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会で３回以上の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会（当該役務の講習会）を受講し、所定の試験に
合格した者。」とする措置を適用させていただきます。

公認審判員Ｂ３級所持者でＡ２級への
申請

ＪＡＦスポーツ資格登録規定第１１条２の１）に定める「Ｂ３級取得後、申請に先立つ２４ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会で７回以上（うち
レース２回以上を含むこと）の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会を受講し、所定の試験に合格した者。」については、「Ｂ３級取得
後、申請に先立つ３６ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会で４回以上（うちレース１回以上を含むこと）の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講
習会を受講し、所定の試験に合格した者。」とする措置を適用させていただきます。

公認審判員Ｂ２級所持者でＢ１級への
申請

ＪＡＦスポーツ資格登録規定第１１条３の１）に定める「Ｂ２級取得後、申請に先立つ２４ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会でラリーまたはス
ピード競技において６回以上（うち準国内競技の監督２回以上を含むこと）の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会を受講し所定の試験
に合格した者。」については、「Ｂ２級取得後、申請に先立つ３６ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会でラリーまたはスピード競技において４回以
上（うち準国内競技の監督１回以上を含むこと）の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会を受講し所定の試験に合格した者。」とする措
置を適用させていただきます。

公認審判員Ｂ２級所持者でＡ２級への
申請

ＪＡＦスポーツ資格登録規定第１１条４の１）に定める「Ｂ２級取得後、申請に先立つ２４ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会でレース２回以上の
当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会（当該役務の講習会）を受講し、所定の試験に合格した者。」については「Ｂ２級取得後、申請に
先立つ３６ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会でレース１回以上の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会（当該役務の講習会）を受講し、所
定の試験に合格した者。」とする措置を適用させていただきます。

公認審判員Ｂ１級所持者でＡ１級への
申請

ＪＡＦスポーツ資格登録規定第１１条５の１）に定める「Ｂ１級取得後、申請に先立つ２４ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会でレース３回以上の
当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会（当該役務の講習会）を受講し所定の試験に合格した者。」については、「Ｂ１級取得後、申請に
先立つ３６ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会でレース２回以上の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会（当該役務の講習会）を受講し所定
の試験に合格した者。」とする措置を適用させていただきます。

公認審判員Ａ２級所持者でＢ１級への
申請

ＪＡＦスポーツ資格登録規定第１１条６の１）に定める「Ａ２級取得後、申請に先立つ２４ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会でラリーまたはス
ピード競技において４回以上（うち準国内競技の監督１回以上を含むこと）の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会を受講し、所定の試
験に合格した者。」については、「Ａ２級取得後、申請に先立つ３６ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会でラリーまたはスピード競技において２回
以上（うち準国内競技の監督１回以上を含むこと）の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会を受講し、所定の試験に合格した者。」とす
る措置を適用させていただきます。

公認審判員Ａ２級所持者でＡ１級への
申請

ＪＡＦスポーツ資格登録規定第１１条７の１）に定める「Ａ２級所持者でＡ１級へ申請する者は、Ａ２級取得後、申請に先立つ２４ヵ月以内に
ＪＡＦ公認の競技会でレース３回を含む６回以上の当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会を受講し所定の試験に合格した者。」について
は、「Ａ２級所持者でＡ１級へ申請する者は、Ａ２級取得後、申請に先立つ３６ヵ月以内にＪＡＦ公認の競技会でレース２回を含む４回以上の
当該役務の執行を行い、ＪＡＦ認定の講習会を受講し所定の試験に合格した者。」とする措置を適用させていただきます。

２０２２年１２月末日までの間
適用：２０２２年ライセンス
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